令和８年度　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）学校
 (
学校
が行う
情報提供
・通告
　
・
原則として
管理職（校長・教頭）もしくは生徒指導主事が行うこと。
・
情報提供
・通告にあたっては
、
把握した内容を
正確に伝えること。
・
学校は
虐待かどうかの判断
をせずに、即座に
市町村や地担に連絡
すること
。
)
＜虐待対応フロー図＞




 (
【
学校
】
第一発見者
★
虐待の疑い
の
ある
児童生徒の
情報
を把握
　・担任
　・部顧問　　　等
)


 (
【
学校
】
　管理職
　
)





 (
【
地域担当生徒指導主事
】
TEL
（
　　　　　　　　　　　　　　）　　　　
【
学校安全課
】
　生徒指導係　
TEL
　
058-272-8853
　　　　　　　
FAX
　
058-278-2825
★
情報の確認・集約
) (
【
学校
】
★
情報の確認・集約
　
虐待担当者（　　　　　　）　　
TE
L
（　　
 
　　　　　　）
)







　　　　　　
 (
【
各警察署
】
★
１１０番通報
　
（　　　　　　）署
　　担当（　　　　　　　　　）
　　
TEL
（　　　　　　　　　）
) (
【
市町村虐待担当部局
】
　
※別紙参照
)









 (
【
県警本部】
　情報共有・事案対応
) (
【
岐阜県
子ども相談センター】
　
★
一時保護・家庭訪問　等
　・中央　TEL　058-201-2111
　・西濃　　　
 
0584-78-4838
　・中
濃　　　 
0574-25-3111
　・
東濃　　　 
0572-23-1111
　・
飛騨　　　 
0577-32-0594
)


 (
全件通報
)







注１　不自然な外傷がある、連絡のない欠席が続く、帰宅を嫌がるなどの虐待の兆候や状況の変化が認められる場合は学校から直接子ども相談センターにも通告する。
